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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レジスタ内に送り込まれた気流を空気吹出口から吹き出すレジスタであって、前記空気
吹出口から吹き出す気流を上下方向に偏向させる上下方向偏向手段および前記空気吹出口
から吹き出す気流を横方向に偏向させる横方向偏向手段を備えたレジスタにおいて、
　レジスタの前面にダイヤルノブが回動可能でかつその回動軸方向に移動可能に配設され
、
　前記ダイヤルノブの回動に連動するリンクが配設され、
　前記ダイヤルノブの回動軸方向の移動により回動する回動手段が配設され、
　前記リンクの連動により前記上下方向偏向手段が前記空気吹出口から吹き出す気流を上
下方向に偏向させ、
　前記回動手段の回動により前記横方向偏向手段が前記空気吹出口から吹き出す気流を横
方向に偏向させ、
　前記ダイヤルノブを保持するノブホルダが配設され、
　前記ダイヤルノブは前記ノブホルダに形成された凹部に配置されて保持され、
　前記ノブホルダの凹部に形成された貫通孔および前記ダイヤルノブの貫通孔を挿通する
シャフトがその長手方向を回動中心として回動自在に横設され、
　前記ダイヤルノブの回動により前記シャフトを回動可能であり、
　前記ダイヤルノブおよびノブホルダが一緒に前記シャフトに沿って摺動可能であり、
　前記シャフトにアーム部が設けられ、前記リンクが前記シャフトのアーム部に連結され
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て前記シャフトの回動に連動し、
　前記回動手段が前記ノブホルダの摺動により回動することを特徴とするレジスタ。
【請求項２】
　請求項１に記載されたレジスタであって、
　前記ノブホルダにラックが取り付けられ、
　前記回動手段が前記ラックに螺合しているギヤであることを特徴とするレジスタ。
【請求項３】
　請求項１に記載されたレジスタであって、
　前記ノブホルダにスリットが形成され、このスリットの長手方向が前記ノブホルダの摺
動方向と直交し、
　前記回動手段が前記スリットに摺動自在に連結され前記ノブホルダの摺動により回動す
るロッドであることを特徴とするレジスタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、レジスタに関し、特に、レジスタ内を通過する気流の吹き出し方向の調整操作
がスムースになるレジスタに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、自動車の車室内のインストルメントパネル等には、レジスタが設けられている。こ
のレジスタは空調装置の温冷風の吹き出し方向を調節するものである。図６は、この従来
のレジスタの正面を示し（例えば特許文献１）、図７は図６のレジスタの縦断面を示し、
図８は図６のレジスタを分解して示す。
図６に示すように、レジスタ６０の前面にはベゼル６１が配設され、ベゼル６１には空気
吹出口６１ａが設けられている。そして、図７に示すように、ベゼル６１の後側にダクト
状のリテーナ６２が取り付けられている。
ベゼル６１内に横フィン群６３が取り付けられ、リテーナ６２内には、縦フィン群６４が
取り付けられている。
ベゼル６１の下部には、ノブ用開口部６１ｂが形成され、ノブ用開口部６１ｂにはフィン
操作ノブ７１が配設されている。フィン操作ノブ７１はリンク７２を介して横フィン群６
３に連結されるとともに、係合部材７３を介して縦フィン群６４のリンク部６４ａに連結
されている（図８参照）。
これにより、フィン操作ノブ７１の先端部を上下方向に操作して、横フィン群６３の偏向
方向を上下方向に変えることにより、レジスタ６０から吹き出す風の方向を上下に変える
ことができ、また、フィン操作ノブ７１を横方向に操作して、縦フィン群６４の偏向方向
を横方向に変えることにより、レジスタ６０から吹き出す風の方向を横方向に変えること
ができる。
【０００３】
【特許文献１】
特開２０００－３１８４３９号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記従来例では、図７に示すように、ベゼル６１のノブ用開口部６１ｂにフィン
操作ノブ７１が配置されているので、フィン操作ノブ７１の先端部を上下方向に操作する
ときに、その操作角がノブ用開口部６１ｂの大きさによって制限されるとともに、この操
作角を大きくすると、ノブ用開口部６１ｂが大きくなりベゼル６１の見栄えが悪くなると
いう問題があった。
【０００５】
さらに、フィン操作ノブ７１と係合部材７３とが一体構造であり、係合部材７３が縦フィ
ン群６４のリンク部６４ａに係合していることにより、フィン操作ノブ７１の先端部を上
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下方向に操作する際の操作角が制限されるとともに、この係合部分がガタツキおよびビビ
リ音の発生の要因になるという問題があった。
そこで、本発明の課題は、レジスタの前面の見栄えをよくしつつ、レジスタ内を通過する
気流の吹き出し方向の調整操作をスムースにすることである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、請求項１記載の発明は、レジスタ内に送り込まれた気流を空
気吹出口から吹き出すレジスタであって、前記空気吹出口から吹き出す気流を上下方向に
偏向させる上下方向偏向手段および前記空気吹出口から吹き出す気流を横方向に偏向させ
る横方向偏向手段を備えたレジスタにおいて、レジスタの前面にダイヤルノブが回動可能
でかつその回動軸方向に移動可能に配設され、前記ダイヤルノブの回動に連動するリンク
が配設され、前記ダイヤルノブの回動軸方向の移動により回動する回動手段が配設され、
前記リンクの連動により前記上下方向偏向手段が前記空気吹出口から吹き出す気流を上下
方向に偏向させ、前記回動手段の回動により前記横方向偏向手段が前記空気吹出口から吹
き出す気流を横方向に偏向させ、前記ダイヤルノブを保持するノブホルダが配設され、前
記ダイヤルノブは前記ノブホルダに形成された凹部に配置されて保持され、前記ノブホル
ダの凹部に形成された貫通孔および前記ダイヤルノブの貫通孔を挿通するシャフトがその
長手方向を回動中心として回動自在に横設され、前記ダイヤルノブの回動により前記シャ
フトを回動可能であり、前記ダイヤルノブおよびノブホルダが一緒に前記シャフトに沿っ
て摺動可能であり、前記シャフトにアーム部が設けられ、前記リンクが前記シャフトのア
ーム部に連結されて前記シャフトの回動に連動し、前記回動手段が前記ノブホルダの摺動
により回動することを特徴とするレジスタである。
　これにより、レジスタの前面に配設されたダイヤルノブが回動可能でかつその回動軸方
向に移動可能であり、リンクが前記ダイヤルノブの回動に連動し、回動手段が前記ダイヤ
ルノブの回動軸方向の移動により回動し、前記リンクの連動により前記上下方向偏向手段
が前記空気吹出口から吹き出す気流を上下方向に偏向させ、前記回動手段の回動により前
記横方向偏向手段が前記空気吹出口から吹き出す気流を横方向に偏向させる。このため、
前記ダイヤルノブを回動させることにより前記空気吹出口から吹き出す気流を上下方向に
偏向させ、前記ダイヤルノブをその回動軸方向に移動させることにより前記空気吹出口か
ら吹き出す気流を横方向に偏向させることができる。
　さらに、ノブホルダがダイヤルノブを保持し、前記ダイヤルノブは前記ノブホルダに形
成された凹部に配置されて保持され、前記ノブホルダの凹部に形成された貫通孔および前
記ダイヤルノブの貫通孔を挿通するように横設されたシャフトがその長手方向を回動中心
として回動自在で、前記ダイヤルノブの回動により前記シャフトが回動する。そして、前
記ダイヤルノブおよびノブホルダが一緒に前記シャフトに沿って摺動可能で、前記シャフ
トのアーム部に連結されたリンクが前記シャフトの回動に連動し、前記回動手段が前記ノ
ブホルダの摺動により回動する。
　このため、ダイヤルノブを回動させると、前記シャフトが回動し、これに前記リンクが
連動する。また、ダイヤルノブを前記シャフトに沿って摺動させると、前記ノブホルダが
一緒に摺動し、前記回動手段が回動する。
【０００８】
　さらに、請求項２記載の発明は、請求項１に記載した発明において、前記ノブホルダに
ラックが取り付けられ、前記回動手段が前記ラックに螺合しているギヤであることである
。
　これにより、前記ノブホルダの摺動によりラックに螺合しているギヤが回動するので、
前記回動手段をギヤにより容易に構成することができる。
【０００９】
　さらに、請求項３記載の発明は、請求項１に記載した発明において、前記ノブホルダに
スリットが形成され、このスリットの長手方向が前記ノブホルダの摺動方向と直交し、前
記回動手段が前記スリットに摺動自在に連結され前記ノブホルダの摺動により回動するロ
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ッドであることである。
　これにより、前記ノブホルダに形成されたスリットに連結されたロッドが前記ノブホル
ダの摺動により回動するので、前記回動手段を前記ロッドにより容易に構成することがで
きる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明における実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は本発明の実施の形態
に係るレジスタを示し、図２は図１のレジスタを分解して示し、図３は図１の縦断面を示
し、図４は図１の横断面を示す。
図１に示すように、レジスタ１０は、レジスタ１０の前面（図示手前の面）を構成するベ
ゼル２０とベゼル２０の後側にその吹き出し側端部３１が取り付けられたダクト状のリテ
ーナ３０を主体として構成されている。そして、リテーナ３０の流入側端部（図示右端部
）３２が図示しない空調装置の温冷風等の気流が流れるダクトに接続可能である。
【００１１】
ベゼル２０の前面には、上記空調装置のダクトからレジスタ１０内に送りこまれた気流を
吹き出す空気吹出口２１が形成され、空気吹出口２１の近傍のレジスタ１０内には横フィ
ン群４１が配置されている。横フィン群４１は、特許請求の範囲における「上下方向偏向
手段」に相当し、空気吹出口２１から吹き出す気流の吹き出し方向を上下に偏向させるも
のである。
図２に示すように、横フィン群４１の各横フィンの横軸４１ａが回動自在にリテーナ３０
の各軸受３３により支持されている。なお、各軸受３３はリテーナ３０の凹部とこれに当
接するベゼル２０とにより孔状に形成されている。ここで、各横軸４１ａの図示右端部に
取り付けられたアーム部４１ｂの先端部に設けられたピン４１ｃがリンク４３の長手方向
に沿って形成された各孔４３ａに回動可能に保持されているので、横フィン群４１の各横
フィンは互いに連動するものである。
【００１２】
リテーナ３０内にて横フィン群４１の風上側に、縦フィン群４２が配置されている。縦フ
ィン群４２は、特許請求の範囲における「横方向偏向手段」に相当し、空気吹出口２１か
ら吹き出す気流の吹き出し方向を横方向に偏向させるものであり、その縦軸４２ａが回動
自在にリテーナ３０の各軸受３４（軸受３３と同様のものである。）に支持されている。
ここで、縦フィン群４２の各縦フィンの下部に下向きに設けられたピン４２ｃが横設され
たロッド４２ｄに回動自在に連結されているので、各縦フィンが互いに連動する。そして
、図４に示すように、リテーナ３０の横幅は、縦フィン群４２を取り付けた部分よりも吹
き出し側端部３１において広く形成されているので、縦フィン群４２により偏向された気
流が流れやすくなっている。
【００１３】
図１に示すように、ベゼル２０の前面にて空気吹出口２１の下側にノブ用開口部２２が形
成されている。このノブ用開口部２２には、横フィン群４１および縦フィン群４２（図２
参照）の偏向方向を調節する調節手段５０のダイヤルノブ５３が配設されている。このダ
イヤルノブ５３はノブホルダ５４の前部に形成された凹部５４ａに配置されて保持されて
いる。
図２に示すように、凹部５４ａには一対の円形の貫通孔５４ｂが形成されている。そして
、ダイヤルノブ５３の角型の貫通孔５３ａは角型のシム５２を介して角型の横軸となるシ
ャフト５１に摺動自在に嵌合している。このシャフト５１は、一対の円形の貫通孔５４ｂ
を挿通し、その両端の軸部５１ａがベゼル２０とリテーナ３０との結合部に形成された軸
受３５（軸受３３と同様のもの）により回動自在に支持されている。このため、シャフト
５１はその長手方向を回動中心として回動自在にレジスタ１０に横設されている。また、
上述のようにシム５２を使用することにより、シム５２で上下左右の摺動荷重をコントロ
ールしているので、荷重出し部材を減らすことができる。
【００１４】
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そして、ダイヤルノブ５３は、シム５２を介してシャフト５１に沿って横方向に摺動可能
であり、かつ、ダイヤルノブ５３の回動方向（図１の矢印５３ｂで示す方向およびこれと
反対の方向）にシャフト５１を回動させることができる。また、ノブホルダ５４はダイヤ
ルノブ５３と一緒にシャフト５１に沿って横方向に摺動可能である。なお、ベゼル２０の
下部に設けられたガイド部２３（図３参照）が前記摺動するノブホルダ５４をガイドして
いる。
【００１５】
シャフト５１の図示右側の端部には、アーム部５１ｂが設けられ、アーム部５１ｂの先端
部にピン５１ｃが設けられ、このピン５１ｃが横フィン群４１のリンク４３の下部に形成
された孔４３ｂに回動自在に連結されている。このため、リンク４３はシャフト５１の回
動に連動する。
さらに、ノブホルダ５４の後部にはラック５５が取り付けられ、縦フィン群４２の中心部
における縦フィンの縦軸４２ａの下端部には扇型のギヤ４２ｂ（特許請求の範囲における
「回動手段」に相当する）が取り付けられ、ラック５５と扇型のギヤ４２ｂとが螺合して
いる。このため、ダイヤルノブ５３を横方向に摺動させると、ラック５５を介してギヤ４
２ｂが回動するので、縦軸４２ａが回動し、これにより、縦フィン群４２の偏向方向が横
方向に変化することになる。
【００１６】
以上の構成により、ダイヤルノブ５３を矢印５３ｂの方向に回動させると、シャフト５１
は、ダイヤルノブ５３と同じ方向に回動する。このため、シャフト５１のアーム部５１ｂ
のピン５１ｃ（図２参照）が上方に回動するので、リンク４３が上方に移動し、これによ
り横フィン群４１のアーム部４１ｂのピン４１ｃが上方に回動する。この結果、横フィン
群４１の各横フィンがピン４１ｃと同じ方向に回動するので、横フィン群４１を通過する
気流の方向が下方に偏向される。
一方、ダイヤルノブ５３を矢印５３ｂと反対の方向に回動させると、横フィン群４１を通
過する気流の方向が上方に偏向されることになる。
【００１７】
また、図４に示すように、ダイヤルノブ５３をシャフト５１の長手方向に沿って矢印５３
ｃの方向に移動させたときは、ノブホルダ５４がダイヤルノブ５３と一緒に同じ方向に移
動する。このため、ラック５５がノブホルダ５４と同じ方向に移動し、ギヤ４２ｂが矢印
４２ｅの方向に回動し、縦フィン群４２の各縦軸４２ａおよび各縦フィンが矢印４２ｅの
方向に回動して例えば二点鎖線で示す状態になる。この状態にて、縦フィン群４２を通過
して空気吹出口２１（図２参照）から吹き出される気流が図示左方向に偏向する。
なお、ダイヤルノブ５３を矢印５３ｃの方向と反対の方向に移動させたときは、縦フィン
群４２の各縦フィンが矢印４２ｅと反対の方向に回動し、縦フィン群４２を通過する気流
が図示右方向に偏向する。
【００１８】
さらに、上記ダイヤルノブ５３の回動およびシャフト５１の長手方向に沿った移動の操作
がスムースでフィーリングがよくなるとともに、その操作荷重が安定し、ガタ付きが少な
くなる。
【００１９】
なお、上記実施の形態において、ラック５５とこれに螺合するギヤ４２ｂが使用されてい
るが、これに限定されず、例えば図５に示すように、ノブホルダ５４ｘ（ノブホルダ５４
に相当する）の後部に形成されたスリット５４ｙと縦フィン群４２の縦軸４２ａの下端部
に固定されたアーム４２ｘ（特許請求の範囲における「回動手段」に相当する）を設け、
このアーム４２ｘの先端部にピン４２ｙを付設し、このピン４２ｙがスリット５４ｙに摺
動自在に係合するようにしてもよい。
この場合、ダイヤルノブ５３が矢印５３ｃの方向に移動すると、アーム４２ｘのピン４２
ｙが矢印４２ｚの方向に回動するので、縦フィン群４２の各縦フィンが矢印４２ｚの方向
に回動する。また、ダイヤルノブ５３が矢印５３ｃと反対の方向に移動すると、縦フィン
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群４２の各縦フィンが矢印４２ｚと反対の方向に回動することになる。
また、レジスタ１０内にて縦フィン群４２が横フィン群４１の風上側に配設されているが
、これに限定されず、縦フィン群４２を横フィン群４１の風下側に配設してもよい。
【００２０】
【発明の効果】
　請求項１記載の発明によれば、ダイヤルノブを回動させることにより前記空気吹出口か
ら吹き出す気流を上下方向に偏向させ、前記ダイヤルノブをその回動軸方向に移動させる
ことにより前記空気吹出口から吹き出す気流を横方向に偏向させることができるので、ダ
イヤルノブを小さくすることができる。このため、レジスタの前面の見栄えがよくなると
ともに、気流の吹き出し方向の調節操作がスムースになる。
　さらに、ダイヤルノブの回動にリンクを連動させることが容易になり、ダイヤルノブの
シャフトに沿った摺動により回動手段を回動させることが容易になる。
【００２２】
　さらに、請求項２記載の発明によれば、請求項１記載の発明の効果とともに、前記回動
手段の構成が容易になる。
【００２３】
　さらに、請求項３記載の発明によっても、請求項１記載の発明の効果とともに、前記回
動手段の構成が容易になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係るレジスタの斜視図である。
【図２】図１のレジスタを分解して示す斜視図である。
【図３】図１のレジスタの縦断面図である。
【図４】図１のレジスタの横断面図である。
【図５】図１のレジスタの変形例を示す部分図である。
【図６】従来例に係るレジスタの正面図である。
【図７】図６のレジスタの縦断面図である。
【図８】図６のレジスタの分解斜視図である。
【符号の説明】
１０　レジスタ
２０　ベゼル
２１　空気吹出口
３０　リテーナ
４１　横フィン群（上下方向偏向手段）
４１ａ　横軸
４３　リンク
４２　縦フィン群（横方向偏向手段）
４２ａ　縦軸
４２ｂ　ギヤ（回動手段）
４２ｘ　アーム（回動手段）
５０　調節手段
５１　シャフト
５２　シム
５３　ダイヤルノブ（フィン操作ノブ）
５３ａ　貫通孔
５４　ノブホルダ
５４ｂ　貫通孔
５４ｘ　ノブホルダ
５４ｙ　スリット
５５　ラック
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